
三宅町広報誌広告掲載取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、三宅町（以下「町」という。）が発行する広報誌「広報みやけ」（以

下「広報誌」という。）に掲載する広告の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

（広告の種類及び範囲）

第 2条 広報誌に掲載する広告は、町の広報媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げな

いものであって、町民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれかに該当する広

告をのぞくものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義主張のあるもの

(7) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(8) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるものな

ど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(9) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(10) 前各号に揚げるもののほか広報誌に掲載する広告として町長が適当でないと認め

るもの

２ 三宅町広報誌広告掲載に係る事業者及び業種、前項に規定する広告の内容その他の広告

掲載に関する基準は、別途定める。

（広告の規格等）

第３条 広告の規格は、１枠当たり縦４９ミリメートル横８７ミリメートルとする。

２ 広告の掲載位置および掲載する枠数は、広報主管課長が決定する。

（掲載料金）

第４条 広告の掲載料金は、1枠当たり次のとおりとする。

（１）町内事業者（町内に事業所等を有する事業者） １月につき３，０００円

（２）町外事業者（町外に事業所等を有する事業者） １月につき５，０００円

（掲載申込）

第５条 広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、「広報みやけ」広告掲載申

込書（様式第１号）に掲載しようとする版下を添えて、広告掲載を希望する広報の発行月

の前々月の１０日までに町長に提出しなければならない。

２ 連続して広告を掲載するときは、最長で１２回（１２か月）までとする。

３ 広告の原稿作成に係る費用は、申込者が負担するものとする。

（掲載の募集）

第６条 広告掲載の募集は、三宅町ホームページ及び広報誌により随時行うものとする。

（掲載決定等）

第７条 町長は、第５条の申込書を受け付けたときは、速やかに広告案の内容を審査し、掲



載の可否を決定の上、「広報みやけ」広告掲載許可（不許可）決定通知書（様式第２号）に

より申込者に通知しなければならない。

２ 広告掲載可否の決定は、申込者が多数の場合は、先着順とする。

３ 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは、申込者に修正を

求めることができる。

（掲載料金の納入）

第８条 広告掲載料金は、掲載の決定後、町長の指定する期日までに一括前納するものとす

る。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

（広告の内容変更）

第９条 申込者は、第５条の規定により提出した版下原稿に変更が生じた場合は「広報みや

け」広告変更申込書（様式第３号）に変更内容を記入し、発行月の前々月の１０日までに

町長に提出しなければならない。

（広告主の責任）

第１０条 広告の内容に関する責任は、申込者が負うものとする。

（広告掲載料金の還付）

第１１条 広告掲載料金は還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなっ

たときは、この限りではない。

（広告掲載の取消し）

第１２条 町長は、次の場合は、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合

(2) 指定する期日までに原稿を提出しなかった場合

(3) 広告主又は広告内容が不適当と判断した場合

(4) その他、町長が広告の掲載取り消しを妥当と認めた場合

（補則）

第１３条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。

（施行期日）

この要領は、平成３０年１０月１日から施行する。

（施行期日）

この要領は、令和２年２月１日に施行する。ただし、第２条の規定は、令和２年４月１日か

ら施行する。


